
　住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします！
　ご自宅の住宅用火災警報器本体の交換時期、電池の寿命をご確認ください。

住宅用火災警報器の維持・管理
消防署からの
お知らせです｡

問 松前消防署　☎42-2119
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本
体
の
ボ
タ
ン
を
押
す
か
、

付
属
の
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。
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常
な
場
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せ
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洗
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さ
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作
動
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認
の
方
法

火
災
が
起
き
た
ら

日
頃
の
お
手
入
れ

火
災
で
な
い
と
き
は

・�

大
声
で
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り
に
火
災
を
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ら

せ
、
1
1
9
番
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し
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し
ょ
う
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可
能
な
ら
消
火
を
行
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て
く

だ
さ
い
。

・�

消
火
が
難
し
そ
う
な
場
合

は
、
速
や
か
に
避
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し
て
く

だ
さ
い
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火
災
以
外
で
の
煙
や
ホ
コ
リ
、

煙
式
殺
虫
剤
な
ど
を
感
知
し
て

警
報
が
鳴
っ
た
場
合
は
、
警
報

音
停
止
ボ
タ
ン
を
押
す
か
、
付

属
の
ひ
も
を
引
く
、
ま
た
は
室

内
の
換
気
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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　次のような症状がある場合は、重大な病気やけがの可能性がありますので、
すぐに119番通報してください。

・突然の激しい頭痛
・高熱（熱中症など）
・意識がおかしい、ふらつく

・突然の激痛
・急な息切れ、呼吸困難
・痛む場所が移動する

・突然の激しい腹痛
・激しい腹痛が持続する
・吐血や下血が出る

・突然のしびれ
・突然、片方の腕や足に
　力が入らなくなる

　松前町情報公開条例第23条及び松前町個人情報保護条例第30条の規定により、次のとおり令和 2年
度の運用状況を公開します。

松前町情報公開条例運用状況
令和 2年度は公文書公開の請求が 5件ありました。

松前町個人情報保護条例運用状況
令和 2年度に個人情報保護条例の運用による開示請求及び目的外利用件数はありませんでした。

・顔半分が動きにくい
　または、しびれる
・ろれつが回らなく、
　うまく話せない

重大な病気やけがの可能性があります！

情報公開及び個人情報保護運用状況

頭

胸や
背中

腹

顔

手・足
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請求内容 開示状況
地方税法381条第 1項・第 3項により土地・家屋課税台帳に登記しなければ
ならない登記事項・登記名義人として登記されている部分または情報 開示しました

2019年中の登記異動修正済みデータで、松前町の地番が載った図面 開示しました

2020年中の登記異動修正済みの地番図データ 開示しました

林地台帳データ及び林地台帳地図データ 開示しました

平成 4～ 7年度中の松前町立小島中学校の校舎・体育館などにアスベストが
使用されていたか否かを確認できる書類 開示しました


